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【支部長報告】 

■４月１０日（月）と１１日（火）河内協議会総会総代３名参加しました。 

詳細は次号の支部報告に記載します。 

 

 ■新型コロナも何とか落ち着いてきましたので、本年度は支部旅行を計画しています。 

  詳細が決まりましたら連絡させて頂きます。 

 

洞 澄宏 
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【事業部報告】 

 ■事業部取扱い商品 

各種替刃 フェザープロガード・フェザープロ・シックＰ－３０ 

エタノール ５００ｍｌ（カミソリ、ハサミの消毒に） 

アレスキット 
２００ｍｌ・５００ｍｌ・ポンプ 

（万能石鹸、ドライシャンプー、髭の柔軟剤） 

ご注文は、地区長又は事業部まで連絡下さい。 

 

☎０７２－８４１－００１０ 森本 克馬 

【訪問理容報告】 

■前年度の訪問理容券の提出期限が迫っております。 

提出を忘れている方は 4/28までに必着で洞支部長に持参、もしくは郵送してください。 

提出が遅れると補助金が出ませんのでくれぐれもご注意ください。 

 

森脇 隆介  

【組織部報告】 

■コロナ感染症も一区切り、世の中の対応も変わって来ました。 

私たち理容師も本来の感染症予防対策を怠らず、営業に尽力しましょう。 

尚、引き続き セラ水の配布をしております。ご希望の方はご連絡くだい。 

  

 ■引き続き新規組合店募集しています。ご推薦のお店ありましたらご連絡お願いします。 

 

奥野 宗一 

 

 



 

【厚生部報告】 

■理容ガイドライン・新型コロナ対策などは常に情報を更新し各店舗のご判断にお任せ 

しますが全理連では以下の対応を推奨しております。 

 

■政府の「マスク着用の考え方の見直し」により令和５年３月 13日から、 

マスクの着用は「個人の判断に委ねる」こととなりました。 

  全国理容連合会では、政府の方針に沿って進みたいと思いますが、理容サロンの 

マスク着用は特に顔面施術等では必須の決め事であり、お客さまと対面する業で 

あります。 また「行百里者半於九十」（百里を行く者は九十を半ばとす）の 

戒めもあり、新型コロナ対策も気をゆるめることなく、その対策を個々のサロンで 

努力してください。 

 

 

 

 

 

① 高齢者や感染リスクの高い方への思いやりの配慮 

② 手洗い等の手指衛生消毒 

③ 咳などの時のエチケットの励行 

④ 人と人との距離の確保 

⑤ 十分な換気への務め 

 

 

 

 

 

武藤 昭 



 

【共済部報告】 

■火災共済制度ワイドプラン、新型コロナウイルス感染症対応店舗休業補償制度は 

廃止になります。 

6月末までは加入できますが、7月以降は更新や新規加入ができません。 

ワイドプランは契約更新日までが加入期間となります。 

店舗休業補償制度は加入日から一年間が加入期間となります。 

 

 幸山 哲也 

【広報部報告】 

「プルトップを集めて車椅

子を贈ろう」運動を行って

おります。 

すでにご存じとは思います

が、プルトップはアルミの

ものに限ります。各地区の

集会や組合費の集金の時に

でも地区長様にお渡しくだ

さい。各地区長様におかれましては、集まったプルトップを地区長会にご持参頂き、 

広報担当前田までお渡しください。皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

■次回支部報告記載原稿の締め切り日５月５日の金曜日です。 

次回の支部報告は５月１２日（金）の役員会にて配布予定です。 

 

 

terubb777@gmail.com  ☎０７２－８５７－６５３１ 前田 房輝 
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